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内

閣

府

○
総

務

省
令
第
三
号

文
部
科
学
省

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
六
条
及
び
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

総
務
大
臣

武
田

良
太

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
収
納
手
続
）

（
収
納
手
続
）

第
四
十
五
条

出
納
主
任
は
、
現
金
を
収
納
し
た
場
合
（
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
受
領
の
委
託
を
し
た
場
合
を

第
四
十
五
条

出
納
主
任
は
、
現
金
を
収
納
し
た
場
合
（
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
受
領
の
委
託
を
し
た
場
合
を

除
く
。
）
に
は
、
当
該
取
引
に
係
る
伝
票
に
領
収
日
付
及
び
職
名
を
記
載
し
、
領
収
証
書
を
相
手
方
に
交
付
し
な

除
く
。
）
に
は
、
当
該
取
引
に
係
る
伝
票
に
領
収
日
付
印
及
び
認
印
を
押
し
、
領
収
証
書
を
相
手
方
に
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
手
続
）

（
支
払
手
続
）

第
四
十
七
条

出
納
主
任
は
、
支
払
を
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
領
収
証
書
を
徴
し
、
当
該
取
引
に
係
る
伝
票
に
支
払

第
四
十
七
条

出
納
主
任
は
、
支
払
を
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
領
収
証
書
を
徴
し
、
当
該
取
引
に
係
る
伝
票
に
支
払

日
付
及
び
職
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
の
場
合
に

日
付
印
及
び
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
領
収
書
を
徴
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

あ
つ
て
は
、
領
収
書
を
徴
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
た
な
卸
）

（
た
な
卸
）

第
六
十
九
条

［
略
］

第
六
十
九
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
納
主
任
が
た
な
卸
を
す
る
場
合
に
は
、
会
計
単
位
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
組
合
の
業
務
に

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
納
主
任
が
た
な
卸
を
す
る
場
合
に
は
、
会
計
単
位
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
組
合
の
業
務
に

従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
者
が
こ
れ
に
立
会
し
、
そ
の
者
が
確
認
の
証
と
し
て
た
な
卸
表
に
、
記
名
す

従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
者
が
こ
れ
に
立
会
し
、
そ
の
者
が
確
認
の
証
と
し
て
た
な
卸
表
に
、
記
名
押

る
も
の
と
す
る
。

印
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

第
百
一
条
の
二

［
略
］

第
百
一
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
９

略
］

［
２
～
９

同
上
］

組
合
は
、
令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成

組
合
は
、
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法

10

10

二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
組
合
員
を
使
用
す
る
令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
組
合
員
を
使
用
す
る
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
委
員
会
（
以
下
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
委
員
会
（
以
下
「
オ
リ

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
、
健
康
保
険
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
、
健
康
保
険
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
よ
り
当
該

る
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員

通
知
に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
の
う
ち
同
法
第
四
十
条
第
一
項

会
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
の
う
ち
同
法
第
四

に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
参
酌
し
て
当
該
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
で
あ
る
組
合
員
の

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
参
酌
し
て
当
該
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
で
あ

標
準
報
酬
を
決
定
し
又
は
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

る
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決
定
し
又
は
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

11

12

11

12

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
百
八
十
七
条

［
略
］

第
百
八
十
七
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
場
合
に
は
、
暗
証
番
号
及
び
識
別
番

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
場
合
に
は
、
暗
証
番
号
及
び
識
別
番

号
を
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
又
は
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

号
を
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
署
名
等
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
署
名

法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
署
名
等
（
情
報
通
信

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

技
術
活
用
法
第
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
署
名
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第
百
八
十
八
条

［
略
］

第
百
八
十
八
条

［
同
上
］
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［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
は
、
暗
証
番
号
及
び
識

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
は
、
暗
証
番
号
及
び
識

別
番
号
を
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
又
は
電
子
署
名
に
よ
り
署
名
等
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

別
番
号
を
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
署
名
等
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

第
百
八
十
九
条

［
略
］

第
百
八
十
九
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
場
合
に
は
、
暗
証
番
号
及
び
識
別
番
号
を
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
等
を
行
う
場
合
に
は
、
暗
証
番
号
及
び
識
別
番
号
を
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と

又
は
電
子
署
名
に
よ
り
署
名
等
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
署
名
等
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
紙
様
式
第
三
号
の
一
か
ら
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
ま
で
の
規
定
中
「整

理
印

」
を
「備

考

」
に
改
め
、
備
考
を
削

る
。別

紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
及
び
別
紙
様
式
第
七
号
の
十
四
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
十
七
号
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
及
び
別
紙
様
式
第
二
十
号
の
二
中
受
領
印
の
項
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
二
十
二
号
中
「㊞

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
二
十
四
号
中
受
領
印
の
項
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
二
十
七
号
の
一
及
び
別
紙
様
式
第
二
十
七
号
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
二
十
七
号
の
三
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
三
十
七
号
及
び
別
紙
様
式
第
三
十
八
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
四
十
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
四
十
三
号
中
受
領
印
の
項
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
四
十
四
号
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
四
十
七
号
及
び
別
紙
様
式
第
四
十
七
号
の
二
中
受
領
印
の
項
を
削
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。


